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１．租税管理 

租税管理に関するCircular156の改訂 

•	旧Circular156で規定されていた不必要な様式 01/ GTGT, 
01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 03/GTGT, 04-1/GTGT, 01-1/TPTB
を削除し、改訂税制を反映した新しい申告フォームを発行
しました。

•	VAT税務申告フォーム01-3/GTGT, 01-4A/GTGT, 01-4B/GTGT 
及び01-7/GTGTが削除されました。

•	不動産譲渡所得に関する新規PIT申告フォーム（フォーム
11/KK-TNCN）が発行されました。当新規様式に基づくと、不
動産の共同所有者は、以前の個人別申告に代わり一通の共
同申告書による申告をすることができます。

•	PITの確定申告に際して雇用者が事業を終了している場合
には、税務当局は、雇用者による源泉徴収証明書を要求せ
ず当局が内部で記録している情報に基づきPITの確定をし
ます。

2．個人所得税（PIT)

PITに関するCircular111の改訂 

•	期の途中からベトナムに赴任し暦年で居住者となる場合、
前規定では1月から赴任日までの所得を含めてPITを計算し
ていたのを、ベトナムと租税条約を締結している国の個人
がベトナム税務上の居住者となる場合、ベトナムに入国した

月から計算することになります。
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CIRCULAR 119

3．付加価値税（VAT)

VATに関するCircular219の改訂

•	輸出した商品が海外から返却される場合は輸入する時に
VATを課されません。

•	事業目的のために内部使用した製品もしくはサービス
は、VATが免税されます。

•	機械、設備、原材料、製品を貸借し、貸借したものを返品す
る場合、インボイスの発行、VATの申告・納税が不要になり
ます。 

•	新規事業においては、VAT控除方式を適用する場合の要件
である資産10億VNDの投資必要規定が削除されました。加
えて、設立初年度の売上が10億VND未満になったとしても、
完全に会計システム、インボイス制度を適用していれば、任
意でVAT控除方式を適用することが可能です。

•	仕入VATのリストに延 払い期間を記録する必要はなくなり
ました。

•	買手が仕入先への支払目的で信用機関のローン口座を使用
した場合、税務当局に登録又は通知の必要はありません。

•	コマーシャルインボイスは輸出商品のVAT還付書類として使
用できます。
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4．インボイス 

インボイスに関するCircular39の改訂。

•	 多国籍企業で親会社と同じ会計ソフトウェアを使用している場合は、「ユニット」
（商品の単位）部分について英語表記が可能です。サービスの「ユニット」の表記
は不要になります。

•	 新規設立会社は、インボイス使用状況についての報告書の提出について、旧規定
の月次報告に替わり四半期毎の報告とすることが可能となります。

5．法人所得税（CIT)

法人所得税に関するCircular 78の改訂

•	 会社の事業や生産の為に内部使用した製品及びサービスはCITの課税所得に含
めません。

Circular119は2014年9月1日より発効します。2014年10月31日までの移行期間中は、税
務当局への通知なしに、現在の手続及び様式を適用するか、もしくは上記の新規定を
採用するかを選択することができます。税務総局は、上記事項に関する詳細なガイド
ラインを発行する予定です。
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